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研究成果の概要（和文）：古代ローマの民事訴訟とギリシア（特にアテーナイ）の民事訴訟をパラレルなものとして比
較することを通じ、従来看過されていた両者の特徴を提示することを目的とする。本研究により、以下の点が明らかに
なった。ギリシア民事訴訟に関して、官職者（アルコン）が訴訟遂行前と遂行上、非常に重要な機能を営んでいる。特
に訴訟前では、仲裁および予審手続が重要です。ローマ民事訴訟に関して官職者（プラエトル）のみならず、裁判人（
ユーデックス）が、やはり重要な役割を担っている。特に、裁判人への責任追及訴訟が存在する。さらに、ギリシアに
おける法廷弁論書における専門用語、ローマ法文献における日常用語の重要性も指摘することができた。

研究成果の概要（英文）：The purpose of this study is to compare Greek civil procedure with Roman as 
parallel phenomena in the ancient world. The following points have become visible.Firstly, the role of 
officials (archon) is important both before and in the litigation. Before it, he behaves as arbitrator or 
pretrial judge.Secondly, the role of the judge (iudex) as well as the official (praetor) should not be 
overlooked. The judge is sometimes accused of his mal behavior by the party. Thirdly, the technical terms 
in Greek forensic speeches and non-technical words in Roman legal literature should be taken seriously.

研究分野： コモン・ロー
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１．研究開始当初の背景 
 従来ローマ法は法律家によって、ギリシ
ア法は歴史家によって研究されてきたため、
両民事訴訟をパラレルなものとして比較し
て考察する試みは、ほとんどなされなかっ
た。また、前者は西洋法の基礎として極め
てテクニカルに発達したものであり、後者
はデモクラシー（アテネの場合）による素
人裁判という対照的イメージから、ギリシ
ア法をテクニカルな視点から分析する視点
は持たれなかった。しかし、欧米では、と
くにギリシア法研究熱が高まるにつれ、両
者のパラレル研究が 1970 年代から次第に
増加し始めていた。本研究は遅ればせなが
ら、このような方法論から従来看過されて
いた両法の特徴を明らかにすべく、作業を
開始した。 
 
２．研究の目的 
 本研究は、古代ギリシア・ローマの民事訴
訟を、裁判手続、特に弁論手続に至るプロセ
スに焦点を合わせて、法資料のみならず法廷
弁論資料を分析することにより、実証的・総
合的に明らかにすることを目的とする。伝統
的理解によれば、ギリシア・ローマ法は、そ
の運用や実態はともかくとして、訴訟手続自
体は厳格かつ確定したものとされてきた。し
かし、最近の研究では手続き自体が必ずしも
確定的ではなく、当事者および関係者の解釈
や選択の余地を残すものであることが指摘
され始め、通説は大きく揺らいでいる。本研
究は、「法学と弁論術(レトリック)」に関する
長年の共同研究の基礎に立って、①手続法と
実体法に関する基礎理論の方法的検討、②ギ
リシア・ローマ民事訴訟通説の批判的検討、
③法廷弁論資料さらに比較裁判資料の精密
な分析、を通じて、ギリシア・ローマ民事訴
訟を根本的に再検討するものである。 
 
３．研究の方法 
 研究目的に従い、以下の課題を設定する。
その成果を具体的な形で公表し、内外の批判
を仰ぐ。 
 課題Ａ：手続法と実体法に関する理論的研
究 まず、手続法と実体法という概念および
両者の区別に関する理論的考察として、ハー
ト(H.L.A. Hart)、オズボーン(R.Osborne)、
ハリス(E. Harris)の論争の当否を判断する
ためには、二つの作業が不可欠となる。第一
に、ハート自身の用語分析、第二に、ハート
の用法いかんにかかわらず、ギリシア法では
曖昧さは実体法、手続法双方に当てはまるか
否かの検討である。ギリシア法における手続
法と実体法の区別の有無とその基準を考え
る上での最適の素材として「パラグラフェー
(paragraphe)」を、ローマ法においては「特
示命令(Interdictum)」を取り上げる。 
 課題Ｂ：共同研究者の各専門分野における
法制史個別研究 ここでは、まず、全体の個
別研究を以下の三分野に分けたうえで、各分

野においてそれぞれ三つのテーマを設定し、
個別研究を行う。 
１． ギ リ シ ア 法 「 パ ラ グ ラ フ ェ ー

(paragraphe)」、「相続訴訟」、「二段
階裁判再考」の各項目について検討
する。 

２． ローマ法「特示命令(Interdictum)」、
「相続訴訟」、「二段階裁判再考」の
項目ごとに検討する。 

３． 比較法制史(日本およびフランス) 
課題Ｃ：日本学術振興会短期招聘により

グラスゴー大学メツガー教授(ローマ法)
及びブラウン大学スカフーロ教授(ギリシ
ア法)を囲んで、共同研究会を開催する。 

 
４． 研究成果 
それぞれの課題を検討し、ギリシア・ロー

マ民事訴訟の全体像を提示する。 
課題 A 手続法と実体法に関する理論的研究。
ギリシア法における手続法と実体法の区別
の有無とその基準を考える上で最適の素材
として「パラグラフェー(paragraphe)」をと
りあげ、ローマ法においては、「特示命令
(Interdictum)」を取り上げて比較研究をお
こなった。またギリシアにおいて「違法提案
訴訟(パラノモン)」を取り上げた結果、ギリ
シアでは、上位法と下位法の区別が現代とは
異なる形で存在することが明らかになった。 
 課題 B 共同研究者の各専門分野における
法制史個別研究をおこなった。例えば、相続
訴訟については、葛西がデモステネス及びイ
サイオスの法廷弁論を分析し、ローマ法にお
いては、吉村が信託遺贈を分析し、両者の機
能について共通点と相違点を明らかにした。 
 ギリシア・ローマ民事訴訟法の全体的特徴
をまとめ、伝統西洋法及び前近代日本法との
比較を行ったところ、裁判外手続き、例えば
仲裁または和解などが非常に重要な機能を
有していることが明らかになった。研究分担
者西村は、日本中世の「和与」手続を一次資
料に基づき解明してきた結果、裁判と裁判外
手続(和解、調停)が密接不可分なところに前
近代日本法の特徴があるとする。また、研究
分担者松本は、近世フランス裁判管轄争いを
一次資料により分析してきた結果、特に裁判
管轄争いが法システムの中に内在し、全体と
して矛盾衝突はしないとしている。最後に、
ギリシア法のテクニカルな用語の分析(例え
ばリース及びリリースをどのように理解す
るかは難問である)の必要性、他方ローマの 
法学者の著作における非法律的な表現(反語
冗談)をどのように評価するかも同様に重要
な問題点として指摘した。 
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